
 議案第１号 

 

   かすみがうら市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関す    

   る条例の一部を改正する条例の制定について    

 

 かすみがうら市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一

部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

   令和７年２月７日提出 

 

                 かすみがうら市長  宮 嶋  謙   

 

   かすみがうら市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関す    

   る条例の一部を改正する条例 

 

第１条 かすみがうら市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条

例（平成２９年かすみがうら市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第１項の表中「３８０，０００円」を「３９２，０００円」に、

「４２７，０００円」を「４４０，０００円」に、「４７７，０００円」を

「４９２，０００円」に、「５３９，０００円」を「５５５，０００円」に、

「６１５，０００円」を「６３４，０００円」に、「７１８，０００円」を

「７４０，０００円」に、「８３９，０００円」を「８６４，０００円」に

改める。 

  第８条第２項中「「１００分の１７０」と」の次に「、「１００分の１２

７．５」とあるのは「１００分の１７５」と」を加える。 
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第２条 かすみがうら市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条

例の一部を次のように改正する。 

  第８条第１項中「から第１２条の３まで及び第２１条」を「、第１０条、

第１２条の２及び第１２条の３」に改め、同条第２項中「１００分の１２２．

５」を「１００分の１２５」に、「１００分の１７０」を「１００分の９５」

に、「「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の１７５」」を「同

条例第２１条第２項第１号中「１００分の１０５」とあるのは「１００分の

８７．５」」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和７年

４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後のかすみがうら市一般職の任期付職員の採用及

び給与の特例に関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、令

和６年４月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正

前のかすみがうら市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払

とみなす。 

 （委任） 

４ 前２項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規

則で定める。 
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